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E

声

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
な
論
ず

4

.
官

吏

の

待

遇

を

論

ず

第
十
巻

(第
三
號

一、O
O
)

四
Q
入

小

川

郷
.
太
.
郎

、

第

一
・
緒
言

第
二
、
物
便
騰
貴
ご
官
吏

の
肚
會
上
地
位
の
低
落

第
三
、
官
吏
生
活
窮
追

の
賞
状

第
四
、
官
吏
生
活
窮
迫
の
影
響
.

第
五
、
結
論

第

一

緒

口

●

題
し
て
官
吏

の
待
遇
を
論
ヂ
ご
い
ふ
、
圭
ξ
し
て
我
國
に
於
け
る
官
吏

の
俸
給
の
低
き
に
失
せ
る
こ
ε
を
論
究

せ
ん
ε
す
る
の
で
あ
る
が
、
官
吏
の
族
費
、
叉
は
公
吏

の
俸
給
、
雇
員
の
給
料
等
に
論
及
す
る
こ
ε
も
あ
ら
う
。

一
盤
官
吏
は
政
務
を
行
ふ
局
に
嘗
て
居

っ
て
、
國
家
を
代
表
し
て
居
る
も
の
で
ぬ

る
、
故

に
其
私
生
活
に
於

て

も
其
肚
交
に
於
て
も
、
自
然
に
人
よ
り
尊
敬
せ
ら
れ
る
丈

の
威
嚴
を
保
π
ね
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
肚
會
上
の
地

位
は

相
當
に
高
く
中
流
階
級
よ
b
下
る

べ
き
で
は
な
い
、
.中
流
階
級
に
屡
す
ご
す
れ
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
き
生
活
を

瞥

む
矯
め
に
必
要
な

る
所
得
を
得
ね
ば
な
ら

ぬ
、
撚
り
而
し
て
官
吏
は
職
務

に
忠
實
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
素



よ
り
他

の
瞥
業
に
關
係
裏

き
で
な
い
、
從
て
官
吏

の
所
得
は
俸
給
の
外
に
な
い
の
が
普
通
で
あ
智

.
そ
こ
で
俸

給
は
官
吏
の
身
分
相
鷹
に
生
活
を
畳
み
得
る
こ
嘉

保
障
せ
ね
ば
な
ら

漁
、
官
吏
が
身
分
相
慮

の
生
活

を
な
し
て

居
れ
ば
、
現
代
を
呪
ふ
が
如
き
考
を
起
す
に
由
な
い
、
從

て
官
吏
の
思
想
は
灘

で
・
過
激
に
流
れ
な

い
の
が
・

普
通
で
あ
る
、
是
れ
官
吏
が
中
流
階
級

の
中

'6
乞

て
常

に
革
命
に
封
ず
る
防
波
讐

な
る
所
以
で
あ
る
・

所
が
官
吏

の
俸
給
が
他

ε
の
比
較
上
減
じ
て
來
て
、
身

分
地
位
に
肇

る
生
活
を
螢
む
ご
.ε
出
家
な
い
や
う
に

な
れ
ば
、
官
吏
は
肚
曾
上
に
於

て
は
下
層
階
級
に
入
る
こ
ξ

な

る
・
ざ
う
な
れ
ぼ
官
吏
は
自
然
に
白
壁
し
て
現

在

の
肚
會
制
度
を
疑
は
す
に
居
ら
れ
な

い
や
う
に
執
る
、

芒

於
て
官
吏

綻

會
問
題
は

起

っ
て

来

る
の
で
あ

る

。
.
.

第
二

物
債
騰
貴
と
官
吏
の
肚
會
上
地
位
の
低
落

官
吏
の
肚
會
問
題
は
物
債
の
騰
貴
よ
り
棄
て
居

る
、
故
に
先

づ
物
償

の
騰
貴
ε
俸
給
の
増
加

-し
を
比
較
対
照
し

て
考
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

、

一

合
物
贋
に
就

て
考
ふ
る
に
戦
争
以
来
騰
貴
し
て
已
ま
な

い
、
近
來
殊
に
甚
し
い
様
で
あ
る
、
日
本
銀
行
朝
日
新
風

商
業
會
議
所
等

の
調
査

に
徴
す

る
に
、
大
正
八
年
十

一
月

の

一
般
励
傾
は
戦
争
以
前
大
正
三
年
六
月

の
物
債
に
比

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
な
論
ず

'

第
†
巻

(簑
一號

一
〇
一
)

四
〇
九



〆

'
時
事
問
題

官
募

特
発

撃

r

筆

巻

(笙
・號

δ

二
)

四
δ

す
れ
婆

艦
三
倍

も
達
し
て
居
る
・
其
の
中
で
も
羅

r
謬

の
裂

織

前
比

し
大
阪
・
て
は
五
倍
、
東

京
に
て
は
四
倍
こ
な
っ
て
居
る
、
東
京
ε
大
阪
ε
の
差
違
は
指
数
を
取
る
方
法
が
異
り
、
又
品
物
が
異

て
居
る
矯
め

に
外

な
ら
ぬ
、
東
京
に
て
も
白
木
綿
は
五
倍
強
、
.毛
斯
輪
は
約
⊥
ハ
倍
程
騰
貴
し
て
居
る
、
生
糸
及
其
製
品
に
至
て

は
東
京
は
三
倍
を
響

・
.大
阪
は
二
倍
半
落

し
て
居
・
、
芒

依
て
之
義

・
も
必
需
的
甥

は
穆

的
織
物

　

　

よ
り
も
更
に
騰
貴
し
て
居

る
こ
こ
が
判
る
、
穀
物

に
就
て

い
へ
ば
、
今
日
の
物
慣
指
数
は
戦
前
の
物
債
指
数

一
〇

〇
し
毀
し
東
京
は
二
九
二
、
大
阪
は
二
山
八
九
、
穀
物
以
外
の
食
料
品
は
、
職
前
の
物
債
指
敷

】
○
○
に
射
し
、
東

　

　

　

　

京
は
二
七

一
、
.大
販
は
二
八
五
に
達
し
、
三
倍
弱
騰
貴
し
て
居

る
。
次
に
建
築
材
料
は
如
何
`
い
ふ
に
、
今
日
の

物
優
指
敷
は
戦
前
物
債
指
撒

一
〇
〇
に
封
し
、
東
京
は
こ
四
九
、
大
阪
は
三
四
七
ε
な

っ
て
居

る
、
暴
れ
亦
三
倍

前
後
の
騰
貴
で
あ
る
、
其
他
住
居

に
閲
す

る
品
物
の
物
償
城
概

し
て
三
倍
内
外
に
達
し
て
居

る
。

二

今
燈
野
岬
謄
貿
ボ
蛋
濯
卿
妊
脚
齪
㌍
影
響
を
考
ふ
る
に
穀
物
其
他
の
食
料
品
が
三
倍
、繊
維
工
業
品
が
四
五
倍
、

住
居
に
關
す
る
品
物
が
三
倍
騰
貴
.し
て
居
る
せ
す
れ
ば
馬
生
活
費
は
少
く
ご
も
三
倍
以
上
膨
脹
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

さ
拠
ば
職
前
生
活
費
を
辨
じ
て
蝕
裕
の
多
か
む
ざ
る
所
得
を
得
て
居
っ
た
者
は
、
今
日
に
於
て
は
其
三
倍
以
上
の
.

所
得
を
得

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
生
活
暴

な
い
こ
ε
に
な
る
、
肇

我
国
官
吏

の
俸
給
は
戦
争
以
來
少
し
も
敗
む
る

所
な
く
、
大
正
八
年
度
に
至
て
五
割
の
臨
時
手
當
を
給
す

る
ε
い
ふ
豫
算
が
出
来
た
、
其
の
後
、
下
級
官
吏

に
は



、

ド「

俗
多
少

の
手
當

を
増

し
七

八
割
の
増

加
に
な

る
も

の
も

あ

る
ε
云
ふ
こ

ご
で
あ

る
、
大

正
九

年
度

の
豫
算

は
七
分

乃

至
十
割

の
増
俸

を
見
積

っ
て
あ

る
、
李

均
七
割
飴

に
當

る
繹

で
あ
る
、
併

し
物
頂

の
三
倍

も
騰
貴
せ

る
時

に
際

し

て
俸
給

の
七
割
蝕
を
増

加
す
る
ご
云
ふ

ご
ε
は

、
戦

前

に
較

べ
官
吏

の
生

活
を
低
落

せ
し
む

る
こ
ε
に
蹄

す

る

の
で
あ

る
、
若

し
戦
前

の
俸

給
で
官

吏

の
生
活
が
保
障

さ
れ

て
あ

っ
だ
ε
云
ひ
得

る
な
ら

ば
、
今
日

の
俸
給

は
官

吏

の
生
活
を
保
障

せ
ざ

る
も
の
こ
云
は
ね
ば

な
ら

澱
。

余
は
此
黙

に
就

て
衆

議
院

に
於

て
高
橋

藏
相

述
質
問

慮
答

を
重
ね

た
が
、
藏

相
は
左

の
如

く
辯

明
し

て
居

る
。

生
活
に
必
要
な
ろ
必
需
品
の
慣
に
戦
前
に
比
.(、
て
三
倍
乃
至
二
倍
中
位
に
上
っ
て
居
り
ま
す
、
併
し
乍
ら
三
倍
乃
至
二
倍
牛
に
上
っ
て
居
る
か
ら
し

て
必
ず

そ
れ
だ
け

の
も
の
右
翼

へ
な
げ
れ
ば
今
日
生
活
ば
出
來
噸

い
二

ふ
も

の
で
な

い
、
{藻

な
場
合
に
於
て
は
政
府
に
於
て

も
財
源
に
制
限
が

、
.あ

る
課
で
あ
ろ
、
さ
う
+
分
匹
や
る
詳
に
往
か
な
い
、
而
し
て
叉
俸
給
生
活
者
に
於
て
も
倹
約
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

余
が
官
吏

の
俸
給

は
官
吏

の
生
活
を
保
障
す

る
の
趣
旨

で
は
な

い
か
ξ
の
質
問

に
謝
し
蔵
相

は
、

「今
日
の
俸
給
に
し
て
官
吏
F
成
り
手
が
な
い
三
更

ば
、
官
吏
の
俸
給
の
少
い
ご
い
ふ
・ぎ

が
事
實
に
於
て
誰
明
ぜ
ら
れ
ろ
の
で
あ
み
が
・兎
に
角

今
日
の
程
度
に
於
て
安
ん
じ
て
職
務
な
執
っ
て
屠
る
人
が
あ
る
以
上
は
官
吏
の
俸
給
ば
か
り
非
常
に
少
い
¢
一概
に
論
ず
る
澤
に
行
か
沁
。」

.

&
答

へ
、
更

に
余

が
、
生
活
費

が
戦

前

に
比

し
三
倍

乃

至

一
一倍
孚
も
.高
ま

っ
て
來

な
今

日
、
七

割
鯨

の
増
俸

を
な

す

に
止

ま
ら
ば
、
戦
後

の
俸
給

は
以

て
生
活

の
保
障

を

な

さ
ゴ
る
も

の

ε
謂

へ
る
、
然

ら
ざ
れ
ば
戦

前

の
俸

給
は

多

き
に
失

し
て
居

っ
た

ご

い
は

ね
ば

な
ら

ぬ
己
論

じ
授

所

、
藏
相

の
答
辯

は
欺

の
如
く

で
あ

る
。

「
井
々
ご
う
も
八
釜
し
い
や
う
で
す
が
、
俸
給
制
度
論
ピ
い
っ
て
も
能
く
考
へ
て
御
覧
な
さ
い
、
昔
に
官
吏
程
好
い
も
の
仁
な
か
っ
た
、
官
吏
の
志

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
々
論
ず
.

第
十
巻

(第
三
號

「
〇
三
)

四

一
】

第四十二議會委員會議録第一類第四號二二頁乃至二三頁
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「
.

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
撫
論
凱

第
+
巻

(第

三
號

一
〇
四
)

四

一
二

聖
者
は
多
か

っ
た
、
然

る
に
段

々
民
間

の
事
業
が
嶺
達
し
て
来
る
ε
、
生
活
上
か
ら
い
っ
て
困
難
で
な

い
だ
け
の
も
の
な
畏
取

っ
て
も

、
片
方
に
好

い
も
の
が
幽
来

る
と
、
官
吏

の
志
望
者
廿
少
く
な
ろ
ξ
い
ふ
時
代
も
出
て
來

る
、
生
活
の
安
定
な
興

へ
る
ミ

い
ふ
ご

ε
で
あ

る
が
、
生
活
状
態
…に
人

々
に
依

っ
て
違

っ
て
居
ろ
、
今
日
大
瞠
見
渡
し
た
所
で
此
位
の
所
で
治
ま
ろ
ご
い
ふ
考
で

⑱
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
あ
な
た

の
や
う
に
理
論

が

一
貫

ぜ
沿
か
ら
ε
賞

っ
た
ら
治
り
が
着

か
な

い
o
」

な

國
家
が
官
吏
を
待
遇
す

る
趣
旨
斯
の
如
し
ε
せ
ば
、
国
家
は
官
吏
の
生
活
を
脅
威
し
て
居

る
ε
謂

っ
て
も
過
言
で

あ
.る
ま
い
。

凹昌

官
公
吏
は
此
の
如
く
物
償
の
騰
貴

に
拘
ら
す
之
に
俘
て
其
所
得
を
増
す

ご
ε
が
出
来
す
生
活
の
脅
威
を
受
け
て

む

む

ユ

む

む

む

　

む

む

む

む

む

ゆ

益

々
其
地
位
を
下
し

つ
、
あ
る
が
、
職
工
其
他
の
普
通
労
働
者
は
如
何
遭
い
ふ
に
段

々
に
所
得
を
増

し
つ
、
あ
る

様
で
あ
る
。

今
東
京
商
業
會
議
所

の
調
査

に
依
て
東
京
市
内
諸
職
工
賃
金

の
昂
騰
を
見

る
に
、
明
治
三
十
三
年
に
於
け

る
卒

均
牽
指
敏

一
〇
Q

に
劃
し
、
大
正
三
年
に
は

一
四
四
ε
な
り
、
大
正
八
年
九
月
に
は
三
二
二
ε
な

っ
て
居
る
、
今

日
の
労
賃
は
正
し
く
戦
前

の
勢
賃
の
二
倍
二
割
飴

じ
勝
て
居

る
の
で
あ

る
、
更
に
之
を
職
名
別
に
示
す
ご
左
の
如

く
で
あ
る
。

職

名

大

正

三

年

九

、月

大

正

八

年

九

月

男
.

二
五
〇

五
七
一

機

織

職
.

女

一
九
六

」

四
七
八

(



染

物

職

袋

物

職

和

服

仕

立

職

洋

服

仕

立

職

旙

物

識

鍛

冶

職

船

大

工

職

活

版

植

字

職

植 石 建 聾 纒 鮨 屋 左 大 鋳 塗 靴 下 版

木 工 具 刺 師 物 根 官 工 師 駄 摺

(
賄
付
)

(同

)

(
同

)

(同

)

戦戦職職

(賄
付
)

職職職職職職職職職職

菓

子

製

造

職

醤

油

造

職

(賄
付
)

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
為
論
ず

.

ト
.

二

=
[
○
入

=

四

二
〇
〇

δ

八

一
二

六

一
二

二

一
七
六
.

一
四

四

[
三

七

「
三

〇

一
二
五

[
五

七

一
四

一

「
二
九

一
二

三

一
〇

六

.

=

「六

.
}
=九

五

「
=

=

二
〇

=

エ
ハ

=

三

六 二 二 二 二 二 二 二 「 二 二 三 三 三 四 三 三 二 三 三 二 一 二 三
入 三 九 〇 六 一 五 、六 六 二 六 九 一 〇 二 三 七 六 二 こ 五 四 七 六
八Q六Q三 八 八 四 九 五 四 二 三 〇 一 三 六 八 六 三Q六 七.八

鋪
十
巻

(
第
三
號

「
〇
五
)

四

一
三



,

.

.

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
為
論
す

第
十
巻

(第
三
號

一
〇
六
)

四

]
四

漁

夫

一
九
三

二
八
七

日

雇

人

夫

=
二
三

二
九
⊥ハ

下

男

(賄
付
)

二
〇
〇

六
〇
〇

下

.

女

(同

)
.

二
二
五

五
二
五

此
表

で
見

る
ε
、
職

工
の
勢
賃

は
職

に
依

て
多

少
異

れ

こ
も
、
概

ね
二
倍

以
⊥
騰

貴

し
て
居

る
こ
ご
が
到

る
、
鋳

物
職

工
、
鍛
冶
職

工
、
下
獄
職

工
、
醤
油
造
職

工
、

下
男

下
女

に
至
て

は
、
三
倍

も
騰

貴

し
て
居

る
の
で
あ

る
、

コ

も

つ

へ

る

ち

ろ

へ

ち

も

や

ヤ

コ

セ

も

へ

も

や

も

や

ゆ

り

も

へ

う

モ

あ

ヘ

へ

さ
う
す

る
ど
、
是
等
讐
.働
者
の
勢
賃
は
物
償
騰
貴
に
殆
ご
俘

て
來
て
居

る
ご
謂
は
ね
は
な
ら
ぬ
。

　

　

　
　

り

余

は
之

に
關
鞣

し
て
米

国

の
例
を
引

用
し

て
見

π

い
ε
思
ふ

、
プ
ラ

ツ
ド

ス
ト
リ

ー
ト
誌

に
擦

る
に
、
紙
背
州

.

内
各
種
工
場

の
勢
働
者

の
牧
人

を
各
週
}牛
均

し
た
も

の
ご
、
米

国

に
於

け

る
食

料
品
小
費
値
段

を
比
較

す

る

に
、

】
九

一
四
年
⊥
八
月

に
於
け

る
指

数

を

}
○
○

ε
す
れ
ば
、
次

の
如

く
で
あ

る
。

「

一
九

一
九
年

一二三四五六

、 月 月 月 月 月 月

貫

一
入

一

一
七
四

一
七
五

一
七
四

一
七
五

一
七
七

、

、

物

カ

コ

へ

り

あ

も

も

も

や

も

カ

も

も

ヘ

ヤ

も

も

セ

ヘ

ヤ

へ

是

で
観
る
ご
米
国
に
於
け
る
勢
賃
ご
物
償
ご
は
殆
ざ
同
じ
程
度

に
騰
貴
し
て
居

る
q

偵

一
入

七

「
七
四

一
七
七

一
八
四

「
八
七

「
八
六

、

、

.

/



「.胤

我
国
に
於
け
る
労
賃

ご
物
償
ご
は
米
國
に
於
け
る
や
う
に
、
並
行
し
て
居
な

い
け
れ
ざ
も
、
物
贋
三
倍

に
騰
貴

せ
る
時
に
際
し
勢
賃
は
李
均
二
倍
二
割
に
増
し
て
居

る
以
上
相
律
て
居

る
ε
い
ふ
ご
&
が
出
来

る
。
こ
は
官
公
吏

に
於
け
る
ε
全
く
反
射
で
あ
る
。
暴
れ
が
勢
賃
ピ
俸
給
ご
は
同
じ
く
人
の
動
勢
に
封
ず

る
報
酬
で
あ
り
乍
ら
、
賢

際

に
於
て
大
に
趣

を
異
に
す

る
こ
ε
を
反
讃
す

る
も
の
で
あ
る
。

も

や

も

も

マ

ヤ

も

し

う

あ

あ

も

り

も

も

　

い

カ

も

も

此
敷
字
の
謹
明
は
重
大
な
る
意
義
を
有
し
て
居

る
、
即
ち
物
櫃
騰
貴

に
依

て
官
公
吏
の
地
位
は
大
に
下
り

っ
、

ヘ

モ

あ

も

や

カ

も

ヤ

　

の

も

も

も

も

サ

コ

も

も

う

ヵ

も

あ

へ

あ
る
の
で
あ

る
が
勢
働
者
の
地
位
は
然
ら
ざ
る
こ
ご
で
あ
る
、
是
に
至
て
官
公
吏
は
勢
働
者
階
級
よ
b
も
上
の
階

級
に
麟
し
て
居

る
こ
い
ひ
得
ら

れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
、
是
れ
官
公
吏

ざ
い
ふ
新
中
流
階
級
の
滅
亡
を
議
す

る
も

の
に
あ
ら
す
し
て
何
で
あ

る
か
。

第

三

官

吏

生

活
窮
…迫

の
實

献

物
儂
騰
貴
の
度
合
ε
俸
給
勢
賃
の
増
加
の
度
合
ご
を
比
較
し
て
見
る
巴
、
勢
働
者
生
活
の
窮
せ
ざ
る
に
反
し
て

　

　

　

　

　

　

官
公
吏
生
活

の
窮
迫
せ
る
こ
ご
が
前
述

の
如
く

[
般
的
に
概
論
せ
ら
れ
る
が
余
輩
は
更
に
進
ん
で
具
禮
的

に
官
吏

　

　

の

　

の

　

　

　

の

　

　

　

　

　
　

の
生
活
の
如
何
に
窮
迫
し
て
居

る
か
を
明
に
し
て
見
た

い
。
全
国
に
亘

っ
た
る
調
査
は
中
央
政
府
が
企
て
ざ
れ
ば

之
を
能
く
し
得
な
い
、
そ
こ
で
余
輩
は
或
地
方
に
於
け
る
官
吏
生
活
の
賞
状
を
調
査
し
そ
れ
で
全
膿
を
推
す
の
資

料
ぐ」
し
や
う
器
思

ふ
。
其

に
就

て
調
査
せ
6
地
方

ξ
は
富
の
程
度

の
比
較
的
低
く
し
て
生
活
費
の
飴
り
高
が
ら
ぎ

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
心
論
す

第
†
巻

(第
三
號

】
Q
七
)

四
一
五

陶



唱

時
事
問
題

賞
吏
の
待
適
た
論
ず

第
+
巻

(第
三
號

一
〇
八
)

四

=
ハ

る
地

方
で
あ

ム
、
.從

て
生
活
難

の
比
較
的
起

り
難

い
所

で
あ

る
ご
謂

っ
て
よ
ろ

し

い
の
で
あ
る

が
、
而
も
次

の
如

き
結

果
を
得
た

の
で
あ

る
、
調
査

の
時
期

は
大
正
八

年
八
月

で
あ

る
。

一

り

む

む

む

　

む

ほ

む

　

む

　

り

　

む

り

ロ

　

む

　

　

む

　

む

ロ

ロ

ロ

む

り

む

第

「
に
雇
員
#
に
判
任
官
の
俸
給
が
以
て
實
際
の
生
活
を
支
ふ
る
に
足
り
て
居

る
か
否
か
を
吟
味
し
や
う
。

　

む

先
づ
雇
員
に
就
て
い
～
ぱ
、
其
最
も
簡
易
生
活
を
瞥
む
者
は
下
宿
者
で
あ
る
か
ら
、
其
下
宿
者

の
み
を
選
で
十

'

一
圓
給
の
も
の
七
人
、
十

二
圓
給
の
も
の
十
五
人
、
十
三
圓
給
の
も
の
二
十
八
入
、
十
四
圓
給

の
も
の
十

一
人
、
.

十
五
風
鈴
の

も
の
十

一
人
、

十
六
圓
給

吸
も

の
三
人
、

計
七
十
五
人
を
得
て
之
を

調
査
し
た
庭
、

其

一
人
當
孕

り

ぐ

均
下
宿
料
ε

生
活
上
避
く
る
こ
ε
の

出
来
な
い
雑
費

(
日
用
雑
貨
理
髪
湯
銭
洗
濯
代
通
信
費
新
聞
雑
誌
代
及
び

公
課
等
)
の

一
人
雷
干
均
所
要
金
額

ピ
を

月
給
臨
時
手
當

に
樹
照
す
る
ε
左
の

如
き
結
果
が
出
て
来
た
の
で
あ

ゑ
十 十 十 十 十 十 俸

六 五 四 三 二 一

圓 圓 圓 圓 園 圃 別

給 給 給 船 齢 給

手俸
當給

一_合 、茜 ≒ 三 井
奏 誉 田計 臨

9含 吾吾8吾 時

下

宿

料　
三
、薯

一五
、轟

一五
、窒

一
大
、
一
六

一内
、
(
穴

一六
、
蓋

雑

費

一莞

(

四
、命

四
、胃三

五
、三

.

六
δ
ロ

六
噛
一七

同
上
に
射
し
月
牧
額
の

男
坂
類
過

不
足
(
△
)

△ △ △ △ △

　昌
、註

一一
、
四
玉藍倉昊

一
、吾

過
不
及

(△
)

割
合
.

劃一
、
美

山
三

六乗四
一冥査

,



9

馳

走
に
依
て
之
を
観

れ
ば
、
臨
時
の
手
當
ε
し
て
五
割
を
壇
さ
れ
て
も
、
下
宿
料
井

に
雑
費
を
支
彿
ふ
に
足
ら
ざ

　

む

む

む

る
有
様
で
あ
る
、
.併
し
下
宿
者

ε
雑
ぜ
も
北
郷
に
被
服
費
を
要
す

る
こ
ε
論
ず
る
迄
も
無

い
、
其
被
服
費
ε
し
て

避
く

べ
か
ら
ざ
る
敷
種
目
に
就

て
計
算
す
る
も
、
.一
ケ
月
干
場
所
要
額
は
三
園
九
十
⊥
ハ
銭

ε
な
る
、
是
が
故

に
雇

員
の
下
宿
者
が

一
月
に
要
す
る
衣
食
費
は
約
「
.一十
七
圓
に

上

る
べ
く
、

之
に
讐
藥
費
交
際
費
等
を

加
ふ
る
ε
き

カ

カ

し

カ

ぬ

コ

も

カ

セ

も

ゐ

　

コ

も

も

も

ぬ

は
、
ニ

ケ
月

の
費

用
は
三
十
圓

を
下

る
こ
ε
な

い
。
雇

員

は
多
く

は
中

墨
校
を
卒

業
せ

る
も

の
で
あ

る
、
そ

こ
で

ゆ

む

む

む

む

　

む

む

む

む

む

　

む

　

リ

テ

ロ

む

ロ

ロ

む

む

む

む

り

ロ

　

む

む

　

中
離
核
以
上
を
卒
業
し
な
入
の
最
低
生
活
費
は
三
十
圓
を
下
る
こ
ε
出
來
な
い
ε
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　

　

り

雇
員

で
あ
っ
て
も
、
斯
の
如
.く
三
十
圓
を
要
ず
、
到
任
官
こ
な
れ
ば

毛
ツ
ト
多
く
の
生
活
費
を
要
す

べ
き
で
あ

む

む

む

む

む

　

む

む

む

む

む

　

む

　

む

り

む

　

む

む

む

む

む

む

る
、
故

に
判

任
官

の
生
活
費

は
少
く

ε
も
四
十

圓
に

見
積

ら
ね

ば
な
ら

諏
、
併

し
こ
は
下
宿
生
活

に
就

て
計
算
を

立

て
た

る
に
過

ぎ
蹟
、

判

任
官

が
妻
を
迎

へ
子

を
設

け

る
ε
、最
低
生

活
費

は
更

に
上

て
来

る
、

夫
妻

乗
下
宿
す

る
ご
し

て
も
⊥
八
十

圓
を

要

す

る
の
で
あ

る
、

威

で
判

任
官

は
普
通

二
人
以
上
の

子
女

を
有

す

る
が
故

に
、

最

低

生
活
費

は
九

十
圓
以

下
に
落

つ
る
こ
ご
な

か
ら

う
、

こ
は
子
女

二
人
の
費
用

が
大

人

一
人

分
の
費
用

に
當

る
も

の

・し
着
做

し
て
の
計
算

で
あ

る
、

然

る
に
判
任

官

の
俸

給

ε
臨
時

手
當

ご
を
見

る
に
左

の
如

く
で
あ
る
、
禽

単
位
)

一級

二
級

三
級

・
四
級

五
級

六
級

七
緻

.
大
赦

九
級

+
級

+
一
級

俸

給

月

額

窒
δ

藍
δ

盗
、0

翌
δ

颪
δ
O

要
δ

四〇
δ

量
δ

琶
、0

昌血δ

き
、0

臨

時

手

當

署
、E

老
、五

言三
、五

　甚

ミ

。

量
、葺

「「0
、。

石
、耳

蓋
、0

ミ
五

一〇、0

月

牧

計

画
U一直

二
H「
阻

碧
註

力昌
盆

芸
δ

奪
、E

杏
δ

五
二盆

窒
δ

老
、丑
.
凪
0δ

時
事
問
題
.

官
吏
の
待
遇
々
論
ず

第
+
巻

(第
三
號

一
〇
九
)

四

一
七

」



時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
々
論
ず

第
+
巻

(第
三
號

一
一
〇
)

四

「八

臨

時
手
當

は
五
割

ξ
し
て
計
算

し
允

が
實
際

最
下
級

に
は
七

八
割
を
給

し
て
め

る
ε

い
ふ
事

で
め
る
、
大
正
九
年

度

の
増
俸

は
三
百
圓

以
下

の
者

に
十

割
、
六

百
圓
以

下
の
者

に
七

割
、
千

二
百
圓

以
下

の
者

に
六

割
を
増

す

ご
ざ

に
な

っ
て
居

る
ε
聞

く
、

こ
れ

で
は
術

最
低

生
活
費

を

さ

へ
僻

す

る
こ
ε
出

来

澱
ご
謂
は

ね
ば
な

ら

阻
。

　

　

　

　
　

　

　

奏
任
亥
官

の
俸
給
は
級
俸
ご
號
俸
ε
の
二
方
面
よ
b
定
ま
っ
て
居

る
が
、
其
最
下
絨
は
年
俸
五
百
圓

の
が
め
り

(第
四
號
俸
)
、
七
百
五
十
圓

の
が
あ
り
(第
二
號
俸
第
三
號
俸
第
五
號
俸
)
、
千
圓
の
が
あ
る
(第

一
號
捧
)
、
月
給

に
換
算
ず
れ
ば
四
†
圓
、
六
十
圖
、
八
+
圓
を
少
々
超
し
て
居

る
こ
ε
に
な
る
、
之
に
五
割
の
臨
時
手
當
を
加
ふ

る
ε
す
る
も
、
⊥八
十
圓
九
十
圓
百
二
十
圓
少
々
の
も
の
ε
な
る
に
過
ぎ
ぬ
。此
最
下
級
よ
り
漸
次
上
級

に
上
る
己
し

て
も
、

一
級
毎
に
年
俸
百
圓
を
加

ヘ
ズ
ツ
ト
上

の
級
に
な
り
て

一
級
毎
に
年
俸
二
百
圓
若
く
は
三
百
圓
を
加
ふ
る

に
渦
ぎ
な
い
で
噛
最
高
級
千
五
百
圓
(第
四
號
俸
)
、
二
千
圓
(第
三
號
俸
)
、
二
千
五
百
圓
(第
二
號
俸
)
、
三
千
圓

(第
.一
號
俸
第
五
號
俸
)
ご
な
っ
て
居

る
、
大
正
九
年
度
の
増
俸
集
に
よ
れ
ば
奏
任
下
級
の
年
俸
六
百
圓
以
下
の
者

に
は
七
割
、
年
俸
千
二
百
圓
以
下
の
者

に
は
六
割
、
年
俸
三
千
圓
以
下
の
者
に
は
五
割
を
増
す
こ
ε
に
な

っ
て
居

る
ε
聞
く
。

奏
任
官
下
級

の
者
は
以
て
生
活
を
維
持
す

る
こ
ε
出
來
ず
、
上
級
の
者
も
以
て
地
位
に
懸
じ
な
る
生
活
の
出
来

な
い
ご
ざ
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

二

、

穿

.`ア



富

む

む

む

ロ

　

む

　

じ

り

り

む

ロ

む

む

ロ

ゆ

む

余
は
藪
に
亦
俸
給
衣
食
者
を
勢
働
者
に
比
較
し
て
見
た
い
。

大
正
八
年
十
二
月

に
於
け
る
京
都
市
内
に
於
け
る
労
働
者
の
勢
賃
瓶
態
に
關
し
京
都
商
業
會
議
所
の
調
査
に
依

る
に
左
の
如
く
で
あ
る
。

,

{畿

鎮

西 一
事 煉 浮 袋 綿 機

一 ■■一一層■rへr一

植 建 昼 煉 瓦 左 大

服

仕

瓦

製
製

月

・

・豊

鋤

打物

(賄
付
)

立造

〔家
賃
及
薪
炭
給
付
)

造

甕

賄
付
)

木 具 刺 積 葺 官 工

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
を
論
ず

最

高

四〇
・呂

否

・8

吾

。
OO

四
あ
ロ

一
・吾

「「・
O
n

亨

8

早
言

〒
8

二
・合

子

On

E
・
昌
∩

予

言

三
・苫

耳
6
ロ

三
・8

胃下
呂

普

通

　?

O
O

四
?

O
O

註

・8

早

8
一
占
0
.

一
・苫

昌
三
〇

三
・0
0

一
・
巻

二
・
吾

昌
。吾

テ
苫

　
・
呂

　「三
〇

」7
苫

テ
♂

　τ
吾第

.+
巻

(第

三
號

最

低

一三
」
8

董

・ロ
0

壷
・
0
0

苫塁
7
吾

一
・九
〇

]了
吾

一入
0

二
・
0
0

〒

吾

二
曲

〇

二
・
九
〇

早

0
0
・

「「
三

〇

HT
吾

「「三

口

=

一
)

四

一
九

鴨



旨

一
煙 ・靴 下 塗

{{
下 下 版 活

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
々
論
ず

草
板

櫃

駄 師劾
{娚

女 男 摺 学

田 賄付

月
))

弓

0
0

昌
・吾

〒
三
〇

一
三
〇茜

一
・全

一
λ
昌

言

・
8

二
?

00

第
十
巻

(第
三
號

「丁
三
〇

一「
・
8

二
・
O
O

盒至

F

T
老

7
套

三
・
8

お

90
0

一

一
二
)

四

二
〇

一
直
〇

一
巻
0

一
壷
0

」

六
一7

三
(

】三
〇窒

言
・
8

六
・8

こ
れ
で
見
る
ご
、
労
賃
は
其
高
き
も
の
に
あ
b
て
は
月
々
九
.十
圓
首
固

か
ら
百
五
十
圓
に
上
る
課
で
あ
る
、
暴
れ

正
し
く
判
任
官
の
最
上
級
奏
任
官
の
下
級
の
俸
給
に
匹
敵
し
て
居
る
、
若
し
来

れ
鐵
工
業
造
船
工
業
の
職
工

に
至

て
は
弦
に
調

べ
が
無
い
が
、

モ
ジ
ト
高

い
勢
賃
を
得
て
居

る
に
相
違

順
い
、
月
々
二
百
圓
以
上
を
牧
む
る
者
蓋
し

少
く
あ
る
ま
い
、
是
れ
正
し
く
奏
任
官
の
中
位
以
上
の
俸
給
(第
四
號
俸
)
に
當
る
の
で
あ
る
、
然

る
に
弊
働
者
は

勢
働
服
を
着
て
働

き
官
吏
は
洋
服
や
羽
織
袴
を
着
て
勤
務
に
服
せ
ね
催
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
官
吏

の
生
計
は

勢
働
者

の
生
計
よ
り
も
苦
し
い
ε
謂
は
ね
ば
な
ら

ぬ
、
此
く
論
じ
來
ら
ば
官
吏
は
最
高
級
を
除
く
外
勢
働
者
の
階

級
に
落
ち
る
、
而
も
多
く
は
其
階
級
中
の
上
位
を
も
占
め
得
ざ
る
も
の
ご
断

ぜ
ね
ば
な
ら

ね
。

大
正
九
年
度

の
増
俸
は
下
に
厚
く
上
に
薄

く
す

る
の
方
針
を
以
て
實
現
せ
ら
れ

る
さ
う
で
あ
る
。
判
任
官
の
最

下
級
は
十
割
を
増

さ
れ
る
こ
ヒ
に
な
ら
う
が
、
そ
れ
で
も
月
俸
四
十
圓
冠
な
る
に
過
ぎ
ぬ
、
正
し
く
下
宿
住
ま
ひ



の
最
低
生
麺

を
肇

る
の
額
で
あ
っ
て
、
判
任
官
の
地
位
に
肇

る
生
活
を
保
降
す
る
も
の
で
は
な
い
・
余
輩

の
児
島

を
以
・
す
れ
ば
.
都

営

序

蟹

ハ蒔

餐

ぷ

葎

つ二
側
鐸

塔

べ
き
で
あ
る
・
斯
く
す
れ

ば
物
債
の
騰
貴
に
比
例
し
て
増
す
こ
ε
に
な

る
、
蓋
し
俸
給
少
き
者

に
あ
り
て
は
、
衣
食

住
の
必
須
的
費
用
が
支

出
の
全
部
若
く
は
最
も
多
き
割
合
を
占
む
る
が
故

に
物
僧

の
騰
貴
に
比
例
し
て
増

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
、

吐
く
し
て
初

て
戦
前
に
於
け
る
ご
同
じ
程
度

の
生
活
を
保
障
す

る
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。
奏
任
官
で
も
月
俸
百

圓
以
下
の
者

に
あ
b
て
は
別
任
官
ざ
同
様

の
割
合
で
増
俸

せ
ね
ば
な
ら
臓
、
そ
れ
以
上
の
者
は
既
に
増
歩
合
を
低

ロ

む

む

む

ロ

む

り

む

む

む

む

　

　

　

む

む

む

ゆ

リ

ウ

く
し

て
よ

い
が
、
高
官

で
も
少
く

ε
も
二
倍

の
増

俸

を

せ
ね
ば
な
ら
ゐ

、
そ
れ
迄

に
達

せ
ざ

る
増

俸
は
不
徹
底

で
、

官
吏
生
活
を
脅

か
す

の
識

は
依

然
ど
・し
て
冤

る

、
こ

ε
…山
來
な

い
。

三

　

　

第

二
に
族

肇

に
就

て
之

を
見

る
に

、
現
行

規
則

に
.糠

れ

ば
、
鐵

道
賃
、
船
賃

、
車
馬

賃
、
宿
泊
料

、
日
當

、
食

卓
料
等

の
細
目

に
分
て
支
給
す

る
こ
ε

、
な

っ
て
居

る
が
、
英
領

が
極
て
少

い
、
大
正
七
年

ヒ
月
十

六
日
よ

り
は

三

割
、
大
正
八
年
四
月

よ
り
は
五
割
を
増
給
す

る
こ

ご

に
な

っ
た
け
れ
こ
も
省
實
費

を
支
辨

す

る
こ
ざ
出
家

憩

い

状
態

で
あ

る
。
官
吏

が
臨
…任
を
命

ぜ
ら
れ
た

る
`
き

に
於

て
殊

に
さ
う
で
あ

る
、
尤
も
官
吏

が
韓
任

を
命

ぜ
ら
れ

た

る
ざ
き

は
、
移

轄
料
を
給

せ
3

る

、
も

の
で
あ

る
が

、
英
領

が
甚

だ
少

い
、
然

る
に
官
吏

が
家
族

を
有
す

る
場

合

に
は
之

を
俘

ひ
、
家

を
提

げ

て
移
轄

せ
ね
ば
な
ら

ぬ

か
ら

、
移
韓
料

に
も

人

な
る
不
足

を
生
ず

る
の
で
あ

る
・

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
為
論
ず

・

第
+
巻

(第
三
號

=

三
)

四
一=

'



,

F
.

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
心
論
す

・

第
十
巻

(第
三
號

】
一
四
)

四
二
二

今
、
前

ε
同
じ
地

方

に
於

て
大
正
七
年

一
月
よ

り
大

正
八
年
六
月
迄

に
行

は
れ
だ
輔
任
者

三
百

七
十
鯨
人

の
實

蹟

に
就

て
.調
査

し
た
結
果

に
依

る

ざ
其

一
人
當
卒
均

族
費

額

ε
實
費

ご

の
關

係
は
左

の
如

く
で
あ

る
。

,

嘉

袈

額

實

費

合

計

繊
漂

群

醗

同

上

割

合

奏

任

㌻

【『

「δ
四
訓
㍉

△

玉
垂

翌

△

穴
剰
・証

剣
.任
悔
帯
締

饗

輩

△

.「管
鑓

.

△

韮

こ
れ
に
依
て
観
る
ε
、
奏
任
官
以
上
の
韓
任

に
あ
り
て
は
其
實
盛
は
規
定
に
依
る
支
給
族
賛
頌

の
約
三
倍
を
要

す

る
喜

が
常
で
あ
り
、
判
任
官

の
韓
任
に
あ
り
て
は
軍
身
赴
任

の
場
會

家
族
同
伴
赴
任
の
場
倉
ご
に
於
て
異

る
、
前
者
に
あ
り
て
は
支
給
族
費
を
以
て
實
畳
を
支
辨
す

る
に
足

る
も
、
後
者

に
至
て
は
孚
均
二
割
以
⊥
の
不
足

「

を
土
室

る
こ
と
に
な
る
、
併
し
こ
は
雫
均
で
あ
る
が
、
實
際

に
於
て
は
其
同
伴
す
る
家
族

の
多
少

に
依
り
、
変
通

の
便
否
に
依
り
、
轄
任
期
節
の
如
何

に
依
り
-
支
.給
族
費
ε
實
費

ε
の
關
係
は
非
常

に
攣
す
る
も
の
で
あ
る
、
即

ち
家
族
数

の
少
き
者
に
あ
り
て
は
族
費
の
不
足
は

一
割
以
下
に
止
ま
る
も

の
も
あ
る
が
、
家
族
数
の
多
き
者
に
み

り
て
は
族
費

の
不
足
は
二
†
割
三
十
割
乃
至
六
十
割
に
達
す

る
も

の
が
あ
る
、
又
交
通
の
便
利
な

る
場
所

の
韓
任

者
は
三
割
内
外

の
族
嬰
不
足
で
済
み
居

る
も
、」
交
通

の
不
便
な
る
場
所
の
轄
任
者
は
族
費

の
十
割
内
外
よ
り
二
十

割
三
十
割
封
土
の
不
足
を
生
じ
て
居

る
、
更

に
期
節

の
好
き
時

に
於
け
る
轄
任
者
は
族
費
の
四
割
内
外

の
不
足

で

足
て
居
る
が
、
期
師
の
.悪
し
き
時

に
於
け
る
轄
任
者
は
族
費
の
二
十
割
以
上
の
不
足
を
見
て
居
る
。

、

,



■

,

以

上

の
調
査
は
族
費

の
割
増

な
き
時

ε
三
割

の
割
増

め
り
し
時

ε
五

割

の
割
増

を
な
し
た

る
貼

ざ
を
包
括

し
て

居

る
が
、
五
割

の
割
増

を
以
て

し
て
も
、
術
甚
.し
き
、不
足

が
あ
.る
の
で
あ

る
。

も

や

し

も

や

も

ら

も

コ

ゐ

ヘ

へ

た

や

あ

し

や

カ

も

り

ゃ

ヘ

カ

あ

や

ヘ

ヘ

モ

モ

へ

も

へ

　

ヤ

や

之
を
要
す
る
匹
、
官
吏
は
出
張
を
金
替
ら
る

・
毎
に
族
費
じ
不
足
を
生

じ
韓
任
を
命

替
ら
る
Σ
毎

に
族
費
レ
大
.

、

、

、

、

、

、

い

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

い

、

、

、

、

、

、

不
足
を
生
じ
て
居
る
の
で
あ
る
、
足
れ

一
種

の
罰
俸
を
見
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
俸
給
が
常
に
大

に
鯨
硲
を
存

す
る
も
の
な
ら
ば
、
之
を
以
て
族
費
の
不
足
を
補
ふ
事
も
出
来
や
う
が
、俸
給
は
前
述

べ
だ

な
通
り
以
て
十

分
に
生

活
を
維
持
す

る
に
足
ら
ざ
る
以
上
は
出
張
井
に
韓
任
の
爲
に
生
寄

る
族
費

の
不
足
は
勢

ひ
負
債

に
依
て
之
を
葡
ふ

よ
り
外
あ
る
.ま
い
、
而
し
て
轄
任
に
次
ぐ
じ
纏
任
を
以
て
せ
ば
、
負
債
に
重
頗
る
に
負
債
を
以
て
す

る
の
已
む
な

き
に
至
る
で
あ
ら
う
、
足
れ
、
国
家
が
椹
力
を
以
て
官
吏
.の
生
活
を
脅

か
し
て
居
る
ε
も
謂
ふ
べ
き
で
あ

る
。
下

級
官
吏
に
し
て
此
負
債
を
冤
れ
ん
ご
す

る
も
の
は
或
は
家
族
を
携
帯

し
て
韓
任
す

る
こ
ε
を
避
け
、
車
身
任
地
に

赴
て
下
宿
生
活
を
な
す

や
う
に
な
る
、
暴
れ
我
國

に
於
け

る
家
鹸
制
度
を
殊
更
に
打
破
す

る
も
の
で
あ
る
、
或
は

家
族

一
同
が
出
獲
赴
任

の
途

に
就
く
を
避
け
て
、
躍
身
赴
.任
し
後
日
私
か
に
家
族
を
呼

び
寄
す
も

の
も
あ
る
、
更

に
甚
し
き
は
汽
車

に
乗
る
に
際
し
て

]
種
の
策
略
を
用

ひ
、
出
壁
騨

か
ら
次
の
騨
迄
二
等
車

に
乗
り
、
真
庭

で
三

等
に
乗
り
換

へ
、
更

に
轄
任
地

の
前
の
騨

で
二
等
に
乗
り
換

へ
以
て
禮
面
を

つ
く
ろ
は
ん
こ
す

る
も
の
も
あ
る
こ

い
ふ
。
實
に
天
下

の
惨
事
蓬
謂
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
論
争
る
所

に
依
て
見
れ
ば
、
俸
給
ε
い
ひ
、
族
費
ε
い
ひ
、
官
吏
生
活
を
脅
威
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
な
論
ず

第
十
巻

(第
三
號

一
一
五
)

四
二
三

ボ



●

「

r

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
々
論
ず

第
†
巻

(第
三
號

一
=
ハ
)

拭
く
、
官

吏

を
し

て
中
流
階

級

よ
り
下
居
階

級

に
下

ら
し
.め
て
居

る
ご
断

せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

、
第
四

官
吏
生
活
窮
迫
の
影
響

四

二
四

●

・
.

一

官
吏

の
多
く
が
俸
給
で
生
活
を
維
持
す
る
こ
ご
出
楽
な

い
現
状

に
在

る
こ
ご
既
に
論
じ
た
る
通
り
で
あ
る
が
、

其
影
響
す

る
所
は
頗

る
重
大
で
あ
る
、
第

一
に
は
子
弟
を
十
分
に
激
育
す
る
こ
ご
が
出
家
澱
、
制
任
官
ε
雌
こ
も

其
子
弟
を
小
學
校

に
通
は
し
め
て
義
務
藪
育
を
終
ら
し
む
る
こ
さ
は
難

し
ご
す
る
所
で
め
る
ま

い
が
之
を
中
學
校

に
送
り
更
に
高
等

の
単
核
に
送
る
こ
蓬
は
出
来
な
い
や
う
に
な

る
。
若

し
子
弟
を
目
分
の
膝
下
よ
り
離
し
て
他

の

地
で
就
學
せ
し
む
る
こ
せ
ば
.
下
宿
生
活
だ
け
に
三
十
圓
を
要
し
、
.そ
れ
に
學
費
を
加
ふ
れ
ば
少
く
ε
も
四
十
圓

を
要
す
る
、
四
十
圓
は
正
に
判
任
官
下
級

の
俸
給
で
あ
る
、
さ
れ
ば
判
任
官

は
到
底
子
弟

の
中
等
敏
育
高
等
漱
育

を
な
す
ご
ε
出
来
ぬ
、
高
等
官
.立
錐
も
、多
く
の
子
弟

に
高
等
教
育
を
施
す
ご
ε
は
⊥
ハ
ケ
敷
く
な
る
、
二
三
人

の
子

弟
を
有
す
る
ざ
せ
ば
百
圓
以
上
を
其
激
育
費
に
割
か
ね
ば
な
ら
ね
が
、
そ
は
正
し
く
高
等
官
下
級

の
俸
給
で
あ
り

勅
任
官
俸
給
の
三
分

一
若
く
は
四
分

一
に
當

る
か
ら
で
あ

る
。
,
此
く
し
て
子
弟
の
中
等
激
育
若

く
は
高
等
激
育
を

施
す
こ
ご
出
来
ぬ
一し
す
れ
ば
、
鼻
働
者
ε
し
て
職
に
就
か
し
む
る
か
、
若
く
は
雇
員
其
他

の
下
級
の
事
務
員
ご
し

て
糊
口
の
資
を
得
せ
し
む
み
よ
り
外
な

い
、
是

れ
子
弟
を
騒
り
て
下
層
階
級
に
入
ら
し
む
る
も

の
で
、
断
じ
て
中



、

流
階
級

の
地
位
を
保
た
し
む
る
所
以
で
な

い
、
果
し
て
然
ら
ば
官
吏
ば
自
己
が
下
層
階
級
に
落
ち
行
く
の
み
で
な

く
、
子
弟
を
し
て
長
へ
に
同
じ
下
層
階
級
に
呻
吟

せ
し
む
る
こ
ご
を
畳
倍
せ
ね
ば
な
ら
澱
、
是
に
於
て
官
吏
も
亦

現
代
の
肚
會
制
度
に
疑
を
抱

か
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
來

る
、
從
て
思
想
問
題
に
這
入

っ
て
來
る
の
で
あ
る
。

二

.

第
二
に
、
官
吏
が
生
活
の
保
障
を
得
な

い
ε
す
れ
ば
、
高
材
逸
足

の
士
は
官
界
を
去

る
や
う
に
な
り
、
高
材
漁
椙

足
の
士
は
官
界
に
入
ら
ぬ
や
う
に
な

る
、
そ
こ
で
官
吏

の
種
の
粒
が
悪
し
く
な

っ
て
乗
る
、
又
従
前

の
儘
官
界
に

止
ま
る
ホ
の
こ
難
ざ
も
.
生
活
難
に
遇

ひ
、
進
て
は

豪

を
形

る
こ
ξ
出
来
肉

返
て
底
高
利
貸
に
責

め
ら
る
Σ

に
至
b
品
性
の
よ
に
暇
麗
を
生
す
る
や
う
に
な
ら
ぬ

ε
も
限
ら
ね
、
何
れ
に
し
℃
も
官
吏
の
生
活
の
窮
迫
は
官
吏

し

も

ミ

カ

ろ

マ

へ

も

も

ヤ

も

ち

へ

あ

へ

し

し

へ

も

た

も

へ

も

の
堕
落

の
結
果
を
齎
ら
し
來
る
も
の
一し
謂
ふ
こ
ご
が
出
來
る
、
併
し
乍
ら
官
吏

の
堕
落
は
國
家

の
衰
頽

を
醸
す
あ

の
で
あ
る
、
国
家
衰
頽

し
て
苦
れ
人
濁
り
幸
で
あ
る
こ
ご
は
有
b
得

ぺ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
、
此
く
観

じ
來
ち
ば

此
影
響
叡
思
想
問
題
に
逼
入

っ
て
來
ね
ば
な
ら
ね
。

近
頃
新
聞
紙
.の
鱒
ふ
る
所
に
依
れ
ば
、
巡
査
の
中
に
殺
人
強
盗
を
犯
し
た

る
者
が
出
來
、
小
學
校
男
漱
師
で
女

激
師
を
殺
害
し
セ

る
者
も
出
來
て
来
た
ε
の
事
で
あ
る
、
多
く
の
下
級
官
公
吏

の
中
に
、
偶

々
道

一6
の
微
な

る
者

あ
b
れ
り
ご
て
致
し
方
な

い
や
う
で
.あ
る
け
れ
己
も
、
吾

々
の
生
命
財
産
を
護

っ
て
呉
れ
る
べ
き
人
が
、
吾

々
の

生
命
財
産
を
脅
か
し
、
吾

々
の
子
弟
を
激
化
す
べ
き
人
が
、
残
忍
酷
淋
の
手
本
を
示
す
に
至
て
は
、
現
代
肚
曾
祖

時
事
澗
題

官
吏
の
待
遇
な
論
守

第
+
巻

(第
三
號

=

七
)

四
二
五



哨

貿

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
存
論
ず

第
+
巻

(第
三
號

一
}
八
)

四
二
六

織
の
根
柢
を
動
揺

さ
し
て
居
る
ど
評
せ
ね
ば
な
ら
温
、
是
れ

一
に
は
巡
査

や
小
里
校
藪
師
の
種

の
粒

が
悪
し
く
な

っ
た
の
に
も
因
ら
う
が
、
叉

一
に
は
彼
等

の
生
活
難
が
彼
等
を
駆

っ
て
弦
に
至
ら
し
め
た
も
の
ご
も

い
へ
る
の
で

あ
る
、
兎
に
角
此

の
如

き
ご
ざ
が
臼
書
公
然
ε
行
は
る

、
に
至
て
は
、
何
人
も
其
堵
に
安
ん
ず
る
こ
`
出
来
ぬ
、

今
暫

く
小
學
校
教
師
に
就
て
考

へ
見

ん
に
、
小
學
校
漱
師
は
吾

々
の
子
弟

を
朝
か
ら
晩
迄
預
て
漱
青

し
て
呉
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
其
人
格

の
高
き
人
を
要
求
す

る
は
自
然
で
あ

る
、
益
し
小
學
校
激
師
の
人
格
が
低
く
な
れ
ば
な

る
程
子
弟
に
封
ず

る
影
響
は
悪
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
、
而
し
て
此
の
如
き
悪
影
響
は
世

の
父
兄
た
る
者
の
忽
ぴ

ざ
る
所
で
あ
る
、
故
に
世
人
は
爪
・學
板
敷
師
の
犯
罪
を
聞
て
驚

か
ざ
る
を
得
な

い
鐸
で
あ
る
、
然
る
に
醗

て
小
翠

松
轍
師
の
脛
濟
献
態
を
見

る
に
、
惨

の
惨
だ
る
も

の
か
あ

る
、
帥
ち
小
學
校
教
師

の
俸
給
は
卒
均
月
給
二
十
五
圓

で
あ

っ
π
が
臨
時
手
當
を
給
す

る
に
及
て
午
均
四
十
圓
位
に
な
っ
て
居

る
で
あ
ら
う
、
卒
均
四
十
圓

の
月
給
で
は

下
宿
屋

に
籠
城
す

る
よ
り
外
な

い
、
妻

を
娶
り
家
庭
を
作

る
こ
ε
は
夢
想
す
る
こ
と
も
出
水
な

い
、
若
し
強

て
家

庭
を
作
る
も

の
あ
ら
ば
、
借
財
を
な
す
の
畳
悟
な
け
れ
ば
な
ら
撮
、
此

の
如
き
境
遇
に
あ

る
人
に
、
高

い
人
格
を

要
求
す
る
は
、
少
し
く
無
理
の
泣
女
で
あ
る
。
撚
り
而
し
て
小
學
校
漱
師
も
人
な
れ
ば
、
家
庭
を
作
り
π

い
こ
い

ふ
生
理
的
慾
求
を
待
て
居
紅
ご
ε
今
更
論
ず
る
迄
も
な

い
、
此
家
庭
を
作
り
た

い
ご
い
ふ
生
理
的
慾
求

ご
家
庭
を

作
り
得
な

い
遭

い
ふ
経
済
的
事
情
と
は
、
相
戦
て
終

に
男
女

の
間
に
人
目
を
忽
ぴ
私
に
情
を
通
す
る
や
う
な
こ
ご

が
出
家
、
果
て
は
相
手
方
を
殺
す
が
如
き
惨
事
も
演

ぜ
ら

る
、
に
至
る
の
で
あ

る
、
果
し
て
然
ら
ば
小
星
稜
激
師

●



.
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に
封
ず

る
俸
給
の
薄

い
こ
ε
そ
れ
自
身
が
小
學
校
激
師

の
堕
落

に
劃
し
、
犯
罪
に
甥
し
、
半
分
の
責
を
負
は
ね
は

な
ら
ぬ
。

.

一
一
[

以
上
述
ぶ
る
が
如
く
、
官
公
吏
等
の
俸
給
に
衣
食
す
る
新
中
流
階
級
は
職
争
以
来
経
済
界
の
激
　愛
に
遭
遇
し
生

活
難
に
陥
り
、
進

て
は
以
て
子
弟
を
激
育
す

る
こ
ご
出
来
す
、
退
て
は

】
家

の
口
を
糊
す

る
こ
ε
出
来
な
い
や
う

に
な
り
、
現
代
肚
會
に
観

し
て
疑
を
抱

か
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
て
居
る
、
之
と
同
時
に
他
方
に
は
官
吏
の
堕
落

が
人
を
し
て
眉
を
顰

め
し
め
、
建
て
現
代
の
國
家
を
呪
ふ
や
う
に
も
な

っ
て
居
る
、
此
塒
に
方
り
て
現
代
の
国
家

肚
會
に
簾
ら
ず
、
之
を
根
本
的

に
改
造

し
、
革
命

の
事
業
を
遂
く

べ
し
`
の
思
想
が
傳
は

つ
て
来
た
、
響
慮

せ
ぎ

ら
ん
ε
し
て
も
得

べ
か
ら
ず
ご
い
ふ
鐸
で
あ
る
、
今
や
、
革
命
の
思
想
は
燎
原
の
火
の
如
く
で
、
何
物
を
も
焼
き

藍
さ
ね
ば
止
ま
ぬ
勢

で
あ
る
、
此
勢
を
助
け
な
も
の
は
中
流
階
級
殊
に
官
吏
生
活
の
窮
迫
-し
い
ふ
事
實

で
あ
る
、
.

中
流
階
級
殊

に
官
吏
生
活

の
窮
追
は
革
命
思
想
に
謝
し
て
地
な
ら
し
を
し
た
や
う
の
も
の
で
あ

る
、
此
地

な
ら
し

が
な
か

つ
だ
な
ら
ば
、
我
国
の
思
想
界
は
彼
が
如
く
急
韓
直
下
す
る
や
う
の
こ
ε
な
か
つ
旋
で
あ
阜
う

、
そ
こ
.で
・

吾
々
は
官
吏
生
活
の
窮
追
は
革
命
思
想
養
成

の
畑
で
あ

っ
た
ざ
勘

書
せ
ん
ε
す
る
の
で
あ
る
。

,

.

第
五

結

時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
な
論
ず

論

第
+
巻

(第
三
號

=

九
)

四
二
七



時
事
問
題

官
吏
の
待
遇
た
論
ず

.

第
+
巻

(第
三
號

一
二
〇
)

四
二
八

以
上
論
争

る
所

に
依
て
之
を
観
れ
ば
、
我
国
現
代
起
於
け
る
官
吏
階
級
は
所
謂
新
中
流
階
級
を
形
く

っ
て
居

っ

て
、
資
本
家
勢
働
者
の
中
間
に
位
し
其
思
想
も
穏
健
で
あ
る
べ
き
に
拘
ら
す
、
實
際
に
於
て
は
職
事
以
来
殊
に
資

本
家
階
級
ε
遠
か
り
て
、
勢
働
者
階
級
に
落
ち
、
甚
し
き
は
衣
食

に
窮

す
る
者
も
出
来
て
來
た
、
偶
々
革
命
思
想

の
欧
米
よ
り
傳
は
み
に
會
【し
、

是̀
等
の
生
活
に
窮
す
る
者
「は
孚

て
宜
ハ信
者
　蓬
な
り
、
藪
に
革
A
皿
思
想
の
楷
…浴
こ
も

・

い
ふ
べ
き
気
分
が
濃

っ
て
来
た
の
で
あ
る
、
之
を
放
任
し
て
赴
く

べ
き
所
に
赴
か
し
む
る
ε
、
我
国
の
運
命
は
豫

め
測
り
知
る
ご
ざ
出
来
識
、
蓋
し
思
想
は
思
想
ε
し
て
之
を
逞
治
す
る
よ
り
外
な
い
占
革
命
思
想
そ
の
も
の
を
権

力
に
依
て
抑
ゆ
る
こ
ε
は
到
底
出
来
な
い
相
談
で
あ
る
、
そ
こ
で
今
日
に
於

て
革
命
思
想

に
封
ず
万
策
ば
、
其
革

・
命
思
想
の
傳
揺
す
る
原
因
を
取
去

る
に
在

る
の
で
あ
る
、
革
命
思
想
の
傅
播

し
て
已
ま
ぬ
原
因
は
官
公
吏
等

の
新

中
流
階
級
が
生
活

に
窮
迫
し
、
下
膳
階
級
に
落
ち
行
き

つ
＼
あ
る
こ
.ご
で
あ
る
、
是
が
故

に
我
国
今
日
に
於
け
る
.

焦
眉
の
急
は
中
流
階
級
殊

に
官
公
吏
階
級
を
救
ふ
事
で
あ
る
、
若
し
来
れ
是
等
中
流
階
級

に
生
活
の
安
定
を
得
せ

し
め
ん
か
、
彼
等
教
養
あ
る
士
、
何
を
苦
ん
で
か
自
ら
革
命
の
渦
中
に
投
ず

べ
き
、
人
心
は
自
ら
穏
か
ご
な
り
、
.

険
悪
の
空
気
は
自
ら
緩
和
七
、
以
て
肚
會
国
家
を
殺
さ
ゴ
る
こ
ご
が
出
來
、
以
て
現
在
肚
會
の
弊
を
矯

め
て
行
く

こ
ε
が
出
來
や
う
。
是
が
故
に
吾
人
は
危
機
に
翻
せ
る
此
官
公
吏
を
救
ふ
こ
ご
を
絶
叫
せ
ね
ば
な
ら
漁
。
(完
)

、
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